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第１章 総 則 

 
（目的） 
第 １ 条 この要綱は、給電規程に基づき、当社の電力系統を利用する全ての者と当社との間で締結

する給電申合書等に関する基本的事項を定め、送電ネットワーク利用および利用者の公平性
の確保と手続きの円滑化を図ることを目的とする。 

 
（適用範囲） 
第 ２ 条 基幹系統給電所および給電制御所の所管電力系統を利用する全ての者と当社との給電申合

書等の事務取扱いに適用する。ただし、配電部所管系統と一括で締結する場合を含む。 
なお、配電部所管系統については、配電関係給電申合書取扱業務要綱指針に基づく。 

 
２ 当社と給電申合書等を締結する者は、次による。 

(1) 他一般送配電事業者 
(2) 発電事業者 
(3) 送電事業者 
(4) 特定送配電事業者 
(5) 小売電気事業者または発電契約者 
(6) 発電者または需要者 
 

（用語の定義） 
第 ３ 条 この要綱で用いる用語の定義は、次による。 

(1) 他電気事業者等 
第２条第２項の者をいう。 

(2) 給電申合書等 
他電気事業者等と当社の間で、給電運用に関して相互に確認した申し合わせ事項（給

電申合書、給電協定書および確認書）の総称をいう。 
(3) 事務手続担当箇所 

給電申合書等の事務手続きを担当する箇所をいう。 
なお、系統連系および操作に関する給電申合書等の事務手続担当箇所は次による。 
ａ 基幹系統給電所の所管電力系統に接続する場合、中央給電指令所または基幹系統

給電所とし、他電気事業者等の締結者名および締結内容から判断して決定する。 
ｂ 給電制御所の所管電力系統に接続する場合、給電制御所とする。 

(4) 給電所等 
中央給電指令所、基幹系統給電所および給電制御所をいう。 

(5) 広域機関 
電力広域的運営推進機関をいう。 

    (6) 発電事業者 
      自らが維持し、および運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配 

電事業または特定送配電事業の用に供するための発電事業を営むことについて経済産業 
省に届出をした者をいう。 

(7) 送電事業者 
自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給 

を行う事業（一般送配電事業に該当する部分を除く。）であって、その事業の用に供す 
るための送電事業を営むことについて経済産業省に許可を受けた者をいう。 

    (8) 小売電気事業者 
      小売供給を行う事業を営む者をいう。 
    (9) 発電契約者 
      一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する者をいう。 
    (10) 発電者 
      小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業、または自己託送の用に供する電気 

を発電し送電系統に電力を流入する者をいう。 
(11) 非公開情報 

      需要者名または発電者名と下記ａ～ｄのいずれかの情報を組み合わせて記載したも 
のをいう。 
ａ 変圧器・発電機シンボル 
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ｂ 発電者設備容量や発電機出力が把握できる数値データ 
ｃ 連絡先（電話番号）・住所 
ｄ 発電機の運転状態が把握（明示）されているもの 

(12) 発電設備等 
発電設備または蓄電設備であって、常用電源の停電時又は電圧低下発生時にのみ 

使用する非常用予備電源以外のもの 
 
（基本的事項） 
第 ４ 条 事務手続担当箇所の長は、別紙１、２、３の標準的なひな形を利用し、当該系統の運用実

態および制約等を反映させ、実運用に即した給電申合書等を接続する他電気事業者等と協議
のうえ締結する。 

なお、締結者名および事務手続分担は表４－１による。 
 

表４－１ （給電申合書等の種類と締結者名） 

給電申合書等の種類 締結者名 説明および事務手続分担 

他一般送配電事業者 

中央給電指令所長 

または 

本部長 

系統運用に関する運用の取り決めを事務

手続担当箇所で締結。 

発電事業者 

系統連系および操作に関する取り決めを

事務手続担当箇所で締結。 

ただし、発電量調整供給を伴う場合、系

統連系および操作に関する取り決めを事

務手続担当箇所で締結し、発電に関わる

給電指令の取り決めを中央給電指令所で

締結。 

送電事業者 
系統運用、給電指令および操作に関する

取り決めを事務手続き担当箇所で締結。 

特定送配電事業者 

系統連系および操作に関する取り決めを

事務手続担当箇所で締結。 

ただし、発電量調整供給を伴う場合、系

統連系および操作に関する取り決めを事

務手続担当箇所で締結し、発電に関わる

給電指令の取り決めを中央給電指令所で

締結。 

小売電気事業者、 

発電契約者 
中央給電指令所長 

発電に関わる給電指令の取り決めを 

中央給電指令所で締結。※１ 

発電者・需要者 

中央給電指令所長 

または 

本部長 

系統連系、給電指令および操作等に関す

る取り決めを事務手続担当箇所で締結。 

 

※１ 当社と事業者の窓口統一を図るため、代表契約者または給電連絡責任者（代表契約者

に代わって、２４時間当社との連絡を行う責任者で、代表契約者が指定した者をいう。）

と中央給電指令所で締結。 

２ 給電系統図を添付する場合は、当社と給電申合書等を締結する者以外の非公開情報について、

マスキングまたは削除を行う。 
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第２章 事務手続き 

 
（給電申合書等の締結手続き） 
第 ５ 条 事務手続担当箇所の長は、関係する各所と内容協議のうえ、次の(1)～(3)により手続きを

行う。 
（１）  発電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、発電者および需要者との給電申合書等の締

結手続きは、次による。 
ａ 基幹系統給電所の所管電力系統に接続する場合 

中央給電指令所、 

基幹系統給電所 
関係箇所 需要者※１ 備  考 

    
中央給電指令所または基幹
系統給電所にて案を作成
し、需要者と協議調整する。 
 
※１「需要者」には発電者、

発電事業者、送電事業
者および特定送配電事
業者を含む。 

 
ｂ 給電制御所の所管電力系統に接続する場合 

給電制御所 関係箇所 需要者※１ 備  考 

    
給電制御所にて案を作成
し、需要者と協議調整する。 
 
※１「需要者」には発電者、

発電事業者、送電事業
者および特定送配電事
業者を含む。 

 
※２原則、電子署名による

調印とするが、お客さ
まが書面による調印を
要望された場合はこの
限りでない。 

 
 

申合書案作成 
内容協議 

本部長 決裁 

正 正 写 

通知 

申合書案作成 
内容協議 

中央給電指令所長 決裁 

調印 

正 正 写 

基幹制御所、給電所等 

系統運用部通信Ｇ 

通知 

基幹制御所、給電所等 

系統運用部通信Ｇ 

調印※２ 
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（２）他一般送配電事業者の給電申合書等の締結手続きは、次による。 

中央給電指令所 関係箇所 関連会社 備  考 

    
事務手続き担当箇所にて案
を作成し、関連する会社と
協議調整する。 
 

※１給電制御所が事務手続

を行う場合の決裁者は本部

長 

 

 
 

（３）小売電気事業者、発電契約者および特定送配電事業者との給電申合書等（代表契約者と締
結）の締結手続きは、次による。 

中央給電指令所 代表契約者 備  考 

   
中央給電指令所にて案を作
成し、代表契約者と協議調
整する。 
 
 
 
 
 
 
託送業務を行う者以外に対
しては情報を遮断する。 
 

 
 

 

申合書案作成 
内容協議 

決裁 

正 正 

中央給電指令所長※１ 

写 

電気所 

給電所等 

申合書案作成 

決裁 

正 正 

中央給電指令所長 

内容協議 

調印 

調印 
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（標準的な給電申合書等の内容） 
第 ６ 条 標準的な給電申合書等の記載項目および添付する資料図面類は、次の表６－１および 

表６－２による。 
 

表６－１ ［記載項目］ 

（凡例）○：対象 、空白：対象外 

種 類 

 

記載項目 

他一般送配

電事業者 
発電事業者 

特定送配電

事業者 

 

小売電気 

事業者 

（接続供給

実需） 

発電契約者

（発電量 

調整供給） 

需要者 発電者 

給電(系統)運用上の協力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

対象設備  ○ ○   ○ ○ 

責任分界点  ○ ○   ○ ○ 

平常時の送電状態  ○ ○   ○ ○ 

設備の操作  ○ ○   ○ ○ 

工作物の作業停止計画  ○ ○   ○ ○ 

保護リレーの運用  ○ ○   ○ ○ 

電圧の運用  ○ ○   ○ ○ 

給電指令  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

異状時の連絡 ○ ○ ○   ○ ○ 

事故時の処置 ○ ○ ○   ○ ○ 

連絡方法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

設備の変更  ○ ○   ○ ○ 

有効期間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

その他事項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

記録の通知  ○      

                    

表６－２ 添付する資料図面類 

種 類 

 

記載項目 

他一般送配

電事業者 
発電事業者 

特定送配電

事業者 

 

小売電気 

事業者 

（接続供給

実需） 

発電契約者

（発電量 

調整供給） 

需要者 発電者 

給電系統図  ○ ○   ○ ○ 

通信設備概要  ○ ○   ○ ○ 

連絡体制（方法） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（ 全 面 空 白 ） 
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別  紙 

 

 

１．給電申合書本文 

別紙１  発電に関わる給電申合書（代表者間用ひな形） 

別紙２  給電申合書（発電者用ひな形） 

別紙３  給電申合書（需要者用ひな形） 

 

 

 

 

２．給電申合書付表（様式と記載例） 

別紙４  付図１ 給電系統図 

別紙５  付図２ 通信設備概要図 

別紙６  付図３ 送電線事故時の対応フロー図（需要者用） 

別紙７  別紙１ 連絡先一覧 

別紙８  別紙２ 電子署名代理権限者情報記録表 

別紙９  様式１ 作業停止申込書兼連絡票 

別紙１０ 様式２ 給電申合書申合せ事項の変更依頼（需要者用） 
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（ 全 面 空 白 ） 
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発電に関わる給電申合書 
 

 

 

（代表者間用ひな形） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

○○株式会社 

 

関西電力送配電株式会社 

別紙１ 

代表契約者名を記載 
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株式会社○○（以下「○○」という。）と関西電力送配電株式会社（以下「関西送配電」という。）

は、○○および関西送配電間で締結した発電量調整供給兼基本契約（以下「原契約」という。）に基

づいて、その円滑な給電運用を図るため、次のとおり申し合わせる。 

 

（発電量調整供給および給電運用上の協力） 

第１条 ○○および関西送配電は、原契約にもとづいて行う発電量調整供給および関西送配電の給電 

運用について相互に誠意をもって協力する。 

２ ○○は、関西送配電からの給電指令を遵守する。 

 

（連絡） 

第２条 ○○と関西送配電の相互の連絡先は、別紙に示すとおりとする。 

２ ○○および関西送配電は、第３条に関する連絡にあたっては相互に相手方の氏名、日時およ

び内容等を記録する。 

 

（給電指令および連絡系統） 

第３条 関西送配電は、次に示す場合において、○○に対してまたは該当する発電者へ発電設備の出

力調整または運転・停止、電力設備の作業中止等の給電指令を発令することがある。ただし、

関西送配電は緊急やむを得ない場合等には、○○または該当する発電者へ給電指令を行うこ

となく、発電設備を系統から切り離しすることがある。この場合は、事後速やかに関西送配

電から○○へ連絡を行うものとする。 

（１）  平常時における電力系統の運用、電圧調整および作業停止に伴い必要が生じた場合 

（２）  長期固定電源を抑制する必要が生じた場合 

（３）  電力系統の事故等による周波数または電圧の異常低下・上昇、電力設備の運用容量超過

等が発生する、もしくは発生するおそれがある場合 

（４）  その他電気の需給上または保安上必要がある場合 

 ２ 給電指令等の連絡系統は別紙に示すとおりとする。 

 

（有効期間） 

第４条 この申合書の有効期間は原契約の契約期間と同一とする。ただし、原契約が更改され、○

○または関西送配電のいずれからも申し入れがない場合は有効期間を更改後の契約期間ま

で自動的に延長するものとする。 

 

（その他事項） 

第５条 ○○または関西送配電が、この申合書に定める事項について変更する必要があると認めた

場合は、協議によりこれを行うことができる。 

２ ○○および関西送配電は、給電運用に関する事項で、この申合書に明記されていない事項

については、その都度誠意をもって協議のうえ決定する。 

３ 発電者と関西送配電の系統に関連する運用および機器操作の詳細については、必要に応じ、

発電者と関西送配電との個別の給電申合書により定める。ただし、関西送配電の供給区域外

にある発電者を除く。 
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以上、申合せの証として本書を２通作成し、○○と関西送配電でおのおのその１通を保有する。 

 

  年  月  日 

○○株式会社 

取締役社長    ○○ ○○ 

 

関西電力送配電株式会社 

中央給電指令所長 ○○ ○○ 
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別紙 

（１）給電申合書第２条の連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）給電申合書第３条の給電指令等の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ ○ 関西送配電 
 

名  称 

 

 

電話､ＦＡＸ､E-mail 

 

名  称 

 

電話､ＦＡＸ､E-mail 

（契約者･代表連絡者） 

 

○  ○ 

 

電話  00-0000-0000 

FAX   00-0000-0000 

E-mail 

 ******@****.**.jp 

ネットワーク 

サービスセンター 

電話  00-0000-0000 

FAX   00-0000-0000 

E-mail 

 ******@kansai-td.co.jp  

（契約者･代表連絡者） 

 

○○ 当直 

 

電話  00-0000-0000 

FAX   00-0000-0000 

E-mail 

 ******@****.**.jp 

中央給電指令所 

電話  00-0000-0000 

FAX   00-0000-0000 

E-mail 

 ******@kansai-td.co.jp 

発電者 給電制御所 

中央給電指令所 

 関西送配電 

ネットワークサービスセンター 
(代表連絡者) 

○  ○  事務所 

(代表連絡者) 

○ ○  当直 

※ 

※発電者への給電指令は、個別の給電申合書の設備操作に関する連絡先による。 

給電指令（通常） ＜凡例＞ 

情報連絡 

給電指令（緊急） 
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給電申合書 
 

 

（発電者用ひな形） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

○□株式会社 

 

関西電力送配電株式会社 ★★本部 

 

代表契約者名を記載 

別紙２ 
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○□株式会社（以下「○□」という。）と関西電力送配電株式会社★★本部（以下「関西送配電」

という。）は、託送供給等約款に基づき、系統運用を円滑に行うため、次のとおり申し合わせる。 

 

（系統運用上の協力） 

第１条 ○□および関西送配電は、この申合書に定める系統運用について相互に誠意をもって協力す

る。 

２ ○□および関西送配電は、設備の運用および操作について、相互に連絡を密にし、円滑な運

用を図る。 

 

（対象設備） 

第２条 この申合書の対象とする設備（以下「対象設備」という。）は、付図１「給電系統図」、およ

び付図２「通信設備概要図」に示す関西送配電の★▽変電所の当該引出遮断器から○□の受電

設備に至る送受電設備、保護リレー、関西送配電に系統連系する○□の発電設備等ならびに○

□における取引用計量装置および通信設備とする。 

 

（責任分界点） 

第３条 ○□と関西送配電の責任分界点は、付図１「給電系統図」、付図２「通信設備概要図」に示

すとおりとする。 

 

（平常時の送電状態） 

第４条 平常時の送電状態は、付図１「給電系統図」に示すとおりとする。 

 
（設備の操作） 

第５条 ○□および関西送配電は、次に示す対象設備の操作および作業に当たっては、作業の内容、

作業箇所、操作時刻、手順、線路側接地の有無等について事前に打合せを行い、確認した操

作手順に基づき、相互に連絡のうえ実施する。ただし、緊急時は除く。 

 なお、○□が○□の対象設備を操作し、受電切替をせず、かつ線路側接地を取り付けず行

う作業停止の場合においては、作業停止当日は○□が自主的に操作を実施するものとし、関

西送配電への操作連絡は不要とする。 

 また、対象設備の呼称は付図１「給電系統図」に示した番号で行う。 

 

（１）遮断器、断路器および線路側接地の操作 

ａ ○□の＊＊ｋＶ受電用遮断器（＊＊,＊＊）、受電用断路器（＊＊,＊＊） 

および線路側接地 

なお、線路側接地については次の通り行う。 

  (a)関西送配電から〇□へ取付け（取外し）を依頼する場合 

   関西送配電は〇□へ事前打合せで取付けを確認し、操作当日は相互連絡を実施する。 

  (b)関西送配電から〇□へ取付け（取外し）を依頼しない場合 

   関西送配電は〇□へ事前打合せで取付け有無を確認し、操作当日の相互連絡は 

行わない。 

  (c)上記(a)と(b)が混在する場合 

      上記(a)に準じる。 

接地機構がある場合は線路側接地機構を記載する。 

受電回線が 1 回線の場合は記載を抹消する。 操作連絡が必要な場合は記載を抹消する。 

(b)においても相互連絡を要とする場合は、なお書き

以降を削除する。 
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ｂ 関西送配電の★▽変電所の＊＊ｋＶ○□線遮断器（CB＊＊,CB＊＊）、 

線路用断路器（LS＊＊,LS＊＊）および線路側接地機構（ED＊＊E,ED＊＊E） 

 

 

 

（２）系統運用に関連する保護リレーの操作 

（３）給電情報伝送等（保安通信電話を含む）に影響がある作業 

なお、保安通信電話に影響がある場合は、事前に連絡のうえ、別の連絡方法について打ち

合わせておく。 

（４）取引用計量装置等に影響がある作業等 

 

［常用、予備線受電でループ切替不可の場合］ 

２ ○□の受電切替操作は停電切替とし、常用回線と予備回線の並列受電の操作は行わない。 

なお、切替時には関西送配電と連絡のうえ行う。 

［常用、予備線受電でループ切替可の場合］ 

２ ○□の受電切替操作は、常用回線と予備回線の並列受電切替を可とするが、切替時には関西

送配電と連絡のうえ行う。 

 

３ ○□は、発電設備等の並列操作に当たっては、系統の周波数、位相角および電圧が一致する

よう調整のうえ行う。 

 

 

 

（工作物の作業停止計画） 

第６条 ○□および関西送配電は、系統運用に影響のある作業停止の計画、調整および実施について、

次により行う。 

（１）関西送配電作業における停止計画にあたっての基本事項 

   夜間帯作業、無停電状態での作業、年末年始などの連休期間中および休日での作業等につ

いては、人身安全上の懸念や、工期の長期化・人件費の増加等が発生し、社会コストの増加

を招くことから、原則、平日昼間帯の停電作業とする。 

（２）系統運用に影響のある作業停止の対象 

ａ 対象設備の停止または使用抑制を必要とする作業 

ｂ 対象設備の活線作業および活線近接作業（試充電中止を必要とする場合） 

ｃ 保護リレーのロック 

ｄ 給電情報伝送等（保安通信電話を含む）に影響がある作業 

ｅ その他系統運用に影響のある作業 

（３）作業停止計画の取り扱い 

○□および関西送配電は、第６条１項の作業停止計画に係る手続きを、電力広域的運営推

進機関が定める送配電等業務指針等に基づき行うために、次のとおり取り扱う。 

 

 

 

給電情報伝送がない場合は保安通信電話とし、全てない場合は削除とする。 

固定データの反映や、その他の理由で連絡が必要な場合は、以下の文章を記載する。

○□は、○□の発電設備等の並解列は関西送配電と連絡のうえ実施する。 

２項は、該当するパターンを選択する。 

また、常用、予備線受電以外の場合は削除する。

接地機構がない場合は線路側接地を記載する。 

Ｃｕｂの場合はＣＢ＊＊断路部とする。 
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ａ 年間作業停止計画  

（ａ）○□は、翌年４月から２箇年分の年間作業停止計画の原案を毎年７月末頃までに、調

整案を１０月末頃までに、最終案を 1 月上旬までに「お客さま作業停電申込システム」

により関西送配電に通知する。ただし、原案提出後、変更がない場合は、調整案以降を

省略することができる。 

 

（ｂ）○□は、翌年度分の年間作業停止計画について、前年度に確定した翌々年度分の年間

作業停止計画から変更がない場合は、通知を省略することができる。 

 

 

（ｃ）関西送配電は、関西送配電および第三者の計画とともに調整し、１月末頃までに年間

作業停止計画を決定後、○□に通知する。 

ｂ 月間作業停止計画 

（ａ）○□は、翌々月から２箇月分の月間作業停止計画の原案を毎月２０日までに、調整

案を翌月１０日頃までに、最終案を翌月中旬までに「お客さま作業停電申込システム」

により関西送配電に通知する。ただし、原案提出後、変更がない場合は、調整案以降

を省略することができる。 

 

（ｂ）○□は、月間作業停止計画について、年間作業停止計画から変更がない場合は、通知

を省略することができる。 

 

（ｃ）関西送配電は、関西送配電および第三者の計画とともに調整し、翌月２０日頃までに

月間作業停止計画を決定後、○□に通知する。 

ｃ 作業停止計画の変更および追加 

○□および関西送配電は、年間作業停止計画または月間作業停止計画の決定以降、系統

状況の変化および突発的な設備異常等による計画の変更、または追加（保安上緊急を要す

る場合等、計画外の作業停止含む）がある場合には、速やかに相互に申し入れ、協議のう

え実施することができる。 

ｄ 作業停止実施の通知 

関西送配電は、関西送配電、○□および第三者の作業停止決定を５日前までに、○□に

通知する。 

（４）発電設備等の解列依頼 

関西送配電は、月間作業停止計画にて決定された発電設備等連系線路等の作業実施に伴う

系統切替において、○□の発電設備等の停止および解列が必要となる場合、関西送配電は実

施予定日の１０日前までに○□に連絡し実施することができる。ただし、緊急を要する場合

についてはこの限りでないものとし、直ちにその旨を関西送配電に連絡する。 

 

 

（保護リレーの運用） 

第７条 ○□および関西送配電は、関西送配電の系統運用に関連する○□の保護リレーの運用（整定

を含む）に当たっては、相互に協議のうえ行う。 

なお、○□の整定値については、整定票により別に定めるものとする。 

前年度に確定した翌々年度分の年間作業停止計画に変更がない場合でも、

通知を求めるときは削除する。 

年間作業停止計画から変更がない場合でも、通知を求めるときは削除する。 

作業停止実施の決定通知が不要な場合は削除する。 

発電機の解列依頼を行わない場合は削除する。 

お客さま作業停電申込システムが利用できない場合は削除する。 

お客さま作業停電申込システムが利用できない場合は削除する。 
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（電圧の運用） 

第８条 ○□および関西送配電は、電力系統の電圧を適切に保持するため相互に協力するものとする。 

２ ○□の発電設備等は、基準電圧を１．００ｐｕとし、ＡＶＲ運転を行う。 

 

３ 関西送配電は、必要に応じて○□の無効電力の調整運転および送電線の充電停止等を○□に

指令することがある。 

 

（給電指令） 

第９条 関西送配電は、次に示す事項に関して、○□に給電指令を行う。 

（１）平常時の給電指令 

平常時における電力系統の運用、電圧調整および作業停止に伴う電力設備の運転（操作ま

たは停止含む）の指令 

（２）異常時の給電指令 

次に示す電力設備の運転および電力設備の作業中止等の指令 

ａ 周波数・電圧の維持および流通設備の運用容量の超過の解消等の電力系統の安定性の確

保を目的とした発電者の出力の調整および需要の抑制または遮断 

ｂ 異常気象または電力系統の異常等が発生した場合における供給信頼度の確保を目的と

した電力設備の作業中止の指令 

ｃ その他電力系統に異常が発生した、または発生するおそれがある場合における、電力

系統の異常を抑制、防止または回復するために必要となる指令 

 

（異状時の連絡） 

第１０条 ○□は、○□の構内において、○□および関西送配電の対象設備に異状もしくは故障があ

り、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、速やかにその旨を関西送

配電に連絡する。 

２ 給電情報伝送に関連する装置の故障等により給電情報の伝送ができなくなった場合、関

西送配電は、必要に応じて系統運用状況、装置の運転状態および故障様相等を調査し、○□

に確認する。 

 

（事故時の処置） 

第１１条 ○□および関西送配電は、第７条で示す保護リレーが動作する等の事故が発生した場合は、

次に示す処置を行う。 

（１）○□は、速やかに発生時刻、動作リレー（使用箇所、種類、相別）およびその他必要な事

項を関西送配電に連絡する。 

（２）○□の対象設備事故の場合（発電設備等を含む） 

○□は、○□の対象設備に事故が発生した場合は、ただちに事故箇所を切り離すとともに、

その旨を関西送配電に連絡する。 

 

 

 

 

 

給電情報伝送がない場合は、「保安通信電話の故障等により電話が不通となった場合、

関西送配電は、必要に応じて様相等を○□に確認する。」とする。 

保安通信電話もない場合は、全文削除する。 

発電者と基準電圧、ＡＶＲ運転を取り決める場合のみ記載する。 

上記指令を実施するおそれがある場合のみ記載する。 
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（３）関西送配電の系統事故により＊＊ｋＶ○□線が停止し、○□が停電した場合 

＜＜受電設備が１回線の場合＞＞ 

ａ 関西送配電は、○□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により＊＊

ｋＶ○□線を充電するため、○□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長

時間停電した場合も同様とする。）また、○□は、＊＊ｋＶ○□線を○□側から充電して

はならない。 

ｂ ○□の受電用遮断器が遮断した場合 

○□は、関西送配電の★▽変電所からの充電に注視し、電圧が回復すれば○□の設備に

異状がないことの確認および○□の発電設備等並列用遮断器の開放または開放確認のう

え受電し、速やかにその旨を関西送配電に連絡する。 

ｃ ○□の受電用遮断器が遮断していない場合 

○□は、関西送配電の★▽変電所からの充電に注視し、電圧が回復すればそのまま受電

する。 

ｄ ○□は、発電設備等を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認の

うえ系統並列する。 

＜＜常予備受電の場合＞＞ 

ａ 関西送配電は、○□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により＊＊

ｋＶ○□線を充電するため、○□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長

時間停電した場合も同様とする。）また、○□は、＊＊ｋＶ○□線を○□側から充電して

はならない。 

ｂ ○□は、関西送配電の★▽変電所からの充電に注視し、電圧が回復すれば○□の設備に

異状がないことの確認および○□の発電設備等並列用遮断器の開放または開放確認のう

え次の処置を行い、速やかにその旨を関西送配電に連絡する。 

【手動切替の場合】 

（ａ）受電していた回線の電圧が回復した場合は、その回線で受電する。 

（ｂ）受電していた回線の電圧回復が遅延し他の回線に電圧がある場合は、受電していた回

線の遮断器を開放または開放確認のうえ他の回線で受電する。 

【自動切替の場合】 

（ａ）受電していた回線が停電した場合、自動切替装置により他の回線に切替え、引き続き

受電する。 

 

（ｃ）両回線とも電圧がない場合 

ア 受電していた回線の電圧が回復すれば、その回線で受電する。 

イ 受電していた回線の電圧回復が遅延し他の回線に電圧がある場合は、受電していた

回線の遮断器を開放または開放確認のうえ他の回線で受電する。 

ｃ ○□は、受電回線を切り戻す場合は、関西送配電に連絡のうえ行う。 

ｄ ○□は、発電設備等を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認の

うえ系統並列する。 

 

 

 

 

発電設備等並列時の連絡が不要な場合は削除する。 

 

自動切替装置の設置有無により上記のどちらかを記載する。 

発電設備等並列時の連絡が不要な場合は削除する。 
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（４）○□の構内のみで単独系統となった場合 

線路側電圧が回復した後、○□の発電設備等を系統並列する場合は、関西送配電に並列可

能な系統状態を確認のうえ系統並列する。ただし、自主復旧装置を使用している場合は、発

電設備等を系統並列後、速やかにその旨を関西送配電に連絡する。 

 

 

 

（５）上位の系統事故で○□の発電設備等を含み単独系統となった場合 

○□は、関西送配電から○□の発電設備等を含み単独系統となった旨連絡があった場合、

可能な限りそのままの状態を維持するとともに、関西送配電からの指示を待つ。ただし、○

□は発電設備等の並列維持が困難な場合、速やかに関西送配電に連絡し、協議のうえ処置を

行う。 

（６）系統異常等により○□の発電設備等が停止した場合 

○□は、系統周波数異常等により○□の発電設備等が停止した場合、速やかに関西送配電

に連絡する。また、○□の発電設備等を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統

状態を確認のうえ系統並列する。 

（７）○□および関西送配電は、（１）から（６）によりがたい場合は、状況に応じた適切な処

置を行う。 

 

（連絡方法） 

第１２条 ○□および関西送配電の連絡先は、別紙１「連絡先一覧」のとおりとする。 

２ ○□および関西送配電は、第１３条（設備の変更）、第１５条（その他事項）のこの給電

申合書の変更を除く連絡に当たっては、相互に相手方の氏名、時刻、内容を記録する。また、

○□および関西送配電は、本項の記録を必要に応じ相互に確認する。 

 

（設備の変更） 

第１３条 ○□および関西送配電は、給電申合書の内容変更を伴う設備を変更する場合、あらかじめ

相互に連絡し、必要に応じて、単線結線図等の関係図面提出および協議を行う。 

 

（有効期間） 

第１４条 この申合書の有効期間は、締結日から●●年３月３１日までとする。ただし、この申合書

について〇□または関西送配電のいずれかにより、改めて更改の申し出がない場合は、さら

に１年延長するものとし、以降これに準ずる。 

 なお、有効期間中に○□が電気供給事業者との受給契約を解除し、その他の全ての事業者

との受給契約がなく無契約となった場合は、○□は関西送配電に連絡し、この申合書は効力

を失うものとする。 

 

 

 

 

 

 

電圧階級が３３ｋＶ以下の場合は削除する。 

ただし、自主復旧装置を使用している場合を除く。 

自主復旧装置がない場合は、自主復旧装置に関する記載を削除する。 
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（その他事項） 

第１５条 ○□および関西送配電は、この申合書に定める事項について変更する必要があると認めた

場合は、協議によりこれを行うことができる。この場合、付図、付表等の変更は、○□の電

気主任技術者と関西送配電の★★本部長の間で変更手続きを行うことができることとする。 

 

２ ○□および関西送配電は、系統運用に関する事項で、この申合書に明記されていない事

項については、その都度誠意をもって協議のうえ決定する。 

３ ○□および関西送配電間で締結した●●年●●月●●日付給電申合書は、▲▲年▲▲

月▲▲日以降その効力を失うものとする。 

【書面による調印の場合】 

以上、申合せの証として本書を２通作成し、○□と関西送配電でおのおのその１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

【電子著名の場合】 

以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、別紙２「電子署名代理権限者

情報記録表」に基づき電子署名を施し、おのおのその電磁的記録を保管する。 

 

  年  月  日 

 

 

 

○□株式会社 

代表取締役   ○○ ○○ 

 

関西電力送配電株式会社 

★★本部長   ○○ ○○ 

 

 

 

付図、付表等のみ変更しない場合は削除する。 

申合書改定の場合。 

締結方法により上記のどちらかを記載する。 
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給電申合書 
 

 

（需要者用ひな形） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

○□株式会社 

 

関西電力送配電株式会社 ★★本部 

代表契約者名を記載 

別紙３ 
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○□株式会社（以下「○□」という。）と関西電力送配電株式会社★★本部（以下「関西送配電」

という。）は、託送供給等約款に基づき、系統運用を円滑に行うため、次のとおり申し合わせる。 

 

（系統運用上の協力） 

第１条 ○□および関西送配電は、この申合書に定める系統運用について相互に誠意をもって協力す

る。 

２ ○□および関西送配電は、設備の運用および操作について、相互に連絡を密にし、円滑な運

用を図る。 

 

（対象設備） 

第２条 この申合書の対象とする設備（以下「対象設備」という。）は、付図１「給電系統図」、およ

び付図２「通信設備概要図」に示すとおりとする。 
 

（責任分界点） 

第３条 ○□と関西送配電の責任分界点は、付図１「給電系統図」、付図２「通信設備概要図」に示

すとおりとする。  
 

（平常時の送電状態） 

第４条 平常時の送電状態は、付図１「給電系統図」に示すとおりとする。 

 

（設備の操作） 

第５条 ○□および関西送配電は、次に示す対象設備の操作および作業に当たっては、作業の内容、

作業箇所、操作時刻、手順、線路側接地の有無等について事前に打合せを行い、確認した操

作手順に基づき、相互に連絡のうえ実施する。ただし、緊急時は除く。 

 なお、○□が○□の対象設備を操作し、受電切替をせず、かつ線路側接地を取り付けず行

う作業停止の場合においては、作業停止当日は○□が自主的に操作を実施するものとし、関

西送配電への操作連絡は不要とする。 

 また、対象設備の呼称は付図１「給電系統図」に示した番号で行う。 

 

 

（１）遮断器、断路器および線路側接地の操作 

    付図 1「給電系統図」による。 

なお、線路側接地については次の通り行う。 

a 関西送配電から〇□へ取付け（取外し）を依頼する場合 

関西送配電は〇□へ事前打合せで取付けを確認し、操作当日は相互連絡を実施する。 

b 関西送配電から〇□へ取付（取外し）を依頼しない場合 

    関西送配電は〇□へ事前打合せで取付け有無を確認し、操作当日の相互連絡は 

行わない。 

  c 上記 a と b が混在する場合 

       上記 a に準じる。 

 

（２）系統運用に関連する保護リレーの操作 

付図 1「給電系統図」による。 

受電設備が 1 回線の場合は記載を抹消する。 

操作連絡が必要な場合は記載を抹消する。 

(b)においても相互連絡を要とする場合は、なお書き

以降を削除する。 
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（３）給電情報伝送等（保安通信電話を含む）に影響がある作業 

 付図 2「通信設備概要図」による。 

なお、保安通信電話に影響がある場合は、事前に連絡のうえ、別の連絡方法について打

ち合わせておく。 

 

 

（４）取引用計量装置等に影響がある作業等 

付図 2「通信設備概要図」による。 

 

［常用、予備線受電でループ切替不可の場合］ 

２ ○□の受電切替操作は停電切替とし、常用回線と予備回線の並列受電の操作は行わない。 

 なお、切替時には関西送配電と連絡のうえ行う。 

［常用、予備線受電でループ切替可の場合］ 

２ ○□の受電切替操作は、常用回線と予備回線の並列受電切替を可とするが、切替時には関西

送配電と連絡のうえ行う。 

 

 

３ 〇□は、自家発電設備の並列操作に当たっては、系統の周波数、位相角および電圧が一致 

するよう調整のうえ行う。 

 

 

 

（工作物の作業停止計画） 

第６条 ○□および関西送配電は、系統運用に影響のある作業停止の計画、調整および実施について、

次により行う。 

（１）関西送配電作業における停止計画にあたっての基本事項 

   夜間帯作業、無停電状態での作業、年末年始などの連休期間中および休日での作業等につ

いては、人身安全上の懸念や、工期の長期化・人件費の増加等が発生し、社会コストの増加

を招くことから、原則、平日昼間帯の停電作業とする。 

（２）系統運用に影響のある作業停止の対象 

ａ 対象設備の停止または使用抑制を必要とする作業 

ただし、○□の自家発電設備は除く 

 

ｂ 対象設備の活線作業および活線近接作業（試充電中止を必要とする場合） 

ただし、○□の自家発電設備は除く 

ｃ 保護リレーのロック 

ただし、○□の自家発電設備に関する保護リレーは除く 

ｄ 給電情報伝送等（保安通信電話を含む）に影響がある作業 

ｅ その他系統運用に影響のある作業 

 

自家発電設備未設置の場合は削除する。（以下同じ） 

給電情報伝送がない場合は保安通信電話とし、全てない場合は全文削除とする。 

２項は、該当するパターンを選択する。 

また、常用、予備線受電以外の場合は削除する。

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

固定データの反映や、その他の理由で連絡が必要な場合は、以下の文章を記載する。 

○□は、○□の自家発電設備の並解列は、関西送配電と連絡のうえ実施する。 
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（３）作業停止計画の取り扱い 

   a 年間作業停止計画／月間作業停止計画／作業停止実施については下表の通りとする。 

 年間計画 月間計画 作業停止実施 

対象期間(※1) 翌年４月から２箇年分 翌々月から２箇月分  

提出期日 毎年１１月末 毎月２０日  

決定通知(※2) 
１月末の決定以降 

（※3） 

翌月２０日頃までに 

（※4） 
５日前までに 

連絡していた 

だく事項 
作業日、作業日数、停電範囲、作業内容 

様式１｢作業停止申込兼連絡

票｣に記載されている事項 

 

 

※１ 年間／月間計画は、〇□から関西送配電に「お客さま作業停電申込システム」により、 

通知する。 

※２ 年間／月間計画が決定後、関西送配電から〇□へ「お客さま作業停電申込システム」に 

より、通知する。 

※３ ○□は、翌年度分の年間作業停止計画について、前年度に確定した翌々年度分の年間作業 

停止計画から変更がない場合は、通知を省略することができる。 

 

※４ ○□は、月間作業停止計画について、年間作業停止計画から変更がない場合は、通知を 

省略することができる。 

 

b 作業停止計画の変更および追加 

○□および関西送配電は、年間作業停止計画または月間作業停止計画の決定以降、系

統状況の変化および突発的な設備異常等による計画の変更、または追加（保安上緊急を

要する場合等、計画外の作業停止含む）がある場合には、速やかに相互に申し入れ、協

議のうえ実施することができる。 

 

（保護リレーの運用） 

第７条 ○□および関西送配電は、系統運用に関連する○□の保護リレーの運用（整定を含む）に当

たっては、相互に協議のうえ行う。 

 なお、○□の整定値については、整定票により別に定めるものとする。 

 

（電圧の運用） 

第８条 ○□および関西送配電は、電力系統の電圧を適切に保持するため相互に協力するものとする。 

 

（給電指令） 

第９条 関西送配電は、次に示す事項に関して、○□に給電指令を行う。 

（１）  平常時の給電指令 

平常時における電力系統の運用、電圧調整および作業停止に伴う電力設備の運転（操作ま

たは停止含む）の指令 

 

前年度に確定した翌々年度分の年間作業停止計画に変更がない場合でも、通知を求めるときは削除する。 

年間作業停止計画から変更がない場合でも、通知を求めるときは削除する。 

作業停止実施の要求および決定通知が不要な場合は削除する。 

また、様式を指定しない場合は、様式に関する記載を削除する。 

「お客さま作業停電申込システム」が利用できない場合は削除する。 
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（２）  異常時の給電指令 

次に示す電力設備の運転および電力設備の作業中止等の指令 

ａ 周波数・電圧の維持および流通設備の運用容量の超過の解消等の電力系統の安定性の確

保を目的とした発電機の出力の調整および需要の抑制または遮断 

ｂ 異常気象または電力系統の異常等が発生した場合における供給信頼度の確保を目的と

した電力設備の作業中止の指令 

ｃ その他電力系統に異常が発生し、または発生するおそれがある場合における、電力系統

の異常を抑制、防止または回復するために必要となる指令 

 

 

（異状時の連絡） 

第１０条 ○□は、○□の構内において、○□および関西送配電の対象設備に異状もしくは故障があ

り、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、速やかにその旨を関西送

配電に連絡する。 

２ 給電情報伝送に関連する装置の故障等により給電情報の伝送ができなくなった場合、関

西送配電は、必要に応じて系統運用状況、装置の運転状態および故障様相等を調査し、○□

に確認する。  
 

 

 

（事故時の処置） 

第１１条 ○□および関西送配電は、第７条で示す保護リレーが動作する等の事故が発生した場合は、

次に示す処置を行う。 

（１）○□は、速やかに発生時刻、動作リレー（使用箇所、種類、相別）およびその他必要な事

項を関西送配電に連絡する。 

（２）○□の対象設備事故の場合（自家発電設備を含む） 

○□は、○□の対象設備に事故が発生した場合は、ただちに事故箇所を切り離すとともに、

その旨を関西送配電に連絡する。 

（３）関西送配電の系統事故により電線路が停止し、○□が停電した場合 

付図３「送電線事故時の対応フロー図」による。 

 

＜＜受電設備が１回線の場合＞＞ 

ａ 関西送配電は、○□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により電線

路を充電するため、○□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電

した場合も同様とする。）また、○□は、電線路を○□側から充電してはならない。 

ｂ ○□の受電用遮断器が遮断した場合 

○□は、電線路の充電に注視し、電圧が回復すれば○□の設備に異状がないことの確認

および○□の自家発電設備並列用遮断器の開放または開放確認のうえ受電し、速やかにそ

の旨を関西送配電に連絡する。 

ｃ ○□の受電用遮断器が遮断していない場合 

○□は、電線路の充電に注視し、電圧が回復すればそのまま受電する。 

 

給電情報伝送がない場合は、「保安通信電話の故障等により電話が不通となった場合、

関西送配電は、必要に応じて様相等を○□に確認する。」とする。 

保安通信電話もない場合は、全文削除とする。 

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

送電線事故時の対応をフロー図とする場合は、下記ケース毎の項文は削除する。 

発電設備未設置または逆潮しない自家発電設備の場合は削除する。 
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ｄ ○□は、自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認

のうえ系統並列する。 

＜＜常予備受電の場合＞＞ 

ａ 関西送配電は、○□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により電線

路を充電するため、○□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電

した場合も同様とする。）また、○□は、電線路を○□側から充電してはならない。 

ｂ ○□は、電線路の充電に注視し、電圧が回復すれば○□の設備に異状がないことの確認

および○□の自家発電設備並列用遮断器の開放または開放確認のうえ次の処置を行い、速

やかにその旨を関西送配電に連絡する。 

【手動切替の場合】 

（ａ）受電していた回線の電圧が回復した場合は、その回線で受電する。 

（ｂ）受電していた回線の電圧回復が遅延し他の回線に電圧がある場合は、受電していた回

線の遮断器を開放または開放確認のうえ他の回線で受電する。 

【自動切替の場合】 

（ａ）受電していた回線が停電した場合、自動切替装置により他の回線に切替え、引き続き

受電する。 

（ｃ）両回線とも電圧がない場合 

ア 受電していた回線の電圧が回復すれば、その回線で受電する。 

イ 受電していた回線の電圧回復が遅延し他の回線に電圧がある場合は、受電していた

回線の遮断器を開放または開放確認のうえ他の回線で受電する。 

ｃ ○□は、受電回線を切り戻す場合は、関西送配電に連絡のうえ行う。 

ｄ ○□は、自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認

のうえ系統並列する。 

 

＜＜スポットネットワーク受電の場合＞＞ 

ａ 関西送配電は、○□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により電線

路を充電するため、○□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電

した場合も同様とする。）また、○□は、電線路を○□側から充電してはならない。 

ｂ ○□は、電線路の充電に注視し、電圧が回復すれば〇□の設備に異状がないことの確認

および停電回線に接続されている○□の自家発電設備並列用遮断器の開放または開放確

認のうえ次の処置を行い、速やかにその旨を関西送配電に連絡する。 

 

（ａ）供給回線の全部またはいずれかの電圧回復が遅延した場合は、停電回線のプロテクタ

遮断器の開放を確認し、断路器を開放する。 

（ｂ）供給回線の全部またはいずれか電圧が回復すれば、その回線で受電する。 

ｃ ○□は、自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認

のうえ系統並列する。 

 

 

 

 

 

自家発電設備未設置および系統並列時の連絡を必要としない場合は削除する。 

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

自動切替装置の設置有無により上記のどちらかを記載する。 

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

ｄについては、自家発並列時の連絡が不要な場合は削除する。 

自家発電設備未設置の場合は削除する。 

以下（４）、（５）は自家発未設置の場合は削除する。 
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（４）上位の系統事故で○□の自家発電設備を含み単独系統となった場合 

○□は、関西送配電から○□の自家発電設備を含み単独系統となった旨連絡があった場

合、可能な限りそのままの状態を維持するとともに、関西送配電からの指示を待つ。ただ

し、○□は自家発電設備の並列維持が困難な場合、速やかに関西送配電と協議のうえ処置

を行う。 

（５）系統異常等により○□の自家発電設備が停止した場合 

○□は、系統周波数異常等により○□の自家発電設備が停止した場合、速やかに関西送

配電に連絡する。また、○□の自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可

能な系統状態を確認のうえ系統並列する。 

（６）○□および関西送配電は、（１）から（５）によりがたい場合は、状況に応じた適切な処

置を行う。 

 

（連絡方法） 

第１２条 ○□および関西送配電の連絡先は、別紙１「連絡先一覧」のとおりとする。 

２ ○□および関西送配電は、第１３条（設備の変更）、第１５条（その他事項）のこの給電

申合書の変更を除く連絡に当たっては、相互に相手方の氏名、時刻、内容を記録する。また、

○□および関西送配電は、本項の記録を必要に応じ相互に確認する。 

 

（設備等の変更） 

第１３条 ○□および関西送配電は、給電申合書の内容変更を伴う設備を変更する場合、あらかじめ

相互に連絡し、必要に応じて、単線結線図等の関係図面提出および協議を行う。 

     また、〇□が給電申合書の内容変更する場合は、様式２「給電申合書申合せ事項の変更依

頼」により関西送配電に通知する。 

 

（有効期間） 

第１４条 この申合書の有効期間は、締結日から●●年３月３１日までとする。ただし、この申合書

について〇□または関西送配電のいずれかにより、改めて更改の申し出が無い場合は、さら

に１年延長するものとし、以降これに準ずる。 

 なお、有効期間中に○□が電気供給事業者との需給契約を解除し、その他の全ての事業者

と需給契約がなく無契約状態となった場合は、○□は関西送配電に連絡し、この申合書は効

力を失うものとする。 

 

（その他事項） 

第１５条 ○□および関西送配電は、この申合書に定める事項について変更する必要があると認めた

場合は、協議によりこれを行うことができる。 

なお、付図１、２および付表等の変更は、○□の電気主任技術者と関西送配電の★★本部

長の間で変更手続きを行うことができることとする。また、別紙１「連絡先一覧」について

は変更があれば相互で確認のうえ、読替することができる。 

 

 

２ ○□および関西送配電は、系統運用に関する事項で、この申合書に明記されていない事

項については、その都度誠意をもって協議のうえ決定する。 

付図、付表等のみ変更しない場合は削除する。 

自家発電設備未設置および系統並列時の連絡を必要としない場合は削除する。 
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３ ○□および関西送配電間で締結した●●年●●月●●日付給電申合書は、▲▲年▲▲月

▲▲日以降その効力を失うものとする。 

 

【書面による調印の場合】 

以上、申合せの証として本書を２通作成し、○□と関西送配電でおのおのその１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

【電子著名の場合】 

以上、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、別紙２「電子署名代理権限者

情報記録表」に基づき電子署名を施し、おのおのその電磁的記録を保管する。 

 

  年  月  日 

 

 

 

○□株式会社 

代表取締役   ○○ ○○ 

 

関西電力送配電株式会社 

★★本部長   ○○ ○○ 

 

 

申合書改定の場合。 

締結方法により上記のどちらかを記載する。 
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付図３－１ 電線路事故時の対応フロー図(1 回線受電、自家発電設備ありの場合) 
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電線路事故時の対応フロー図

　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系
統並列する。

　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。
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付図３－２ 電線路事故時の対応フロー図(1 回線受電、自家発電設備なしの場合) 
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※1 　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）

電線路事故時の対応フロー図 付図３
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付図３－３ 電線路事故時の対応フロー図(２回線受電、受電が自動切替、自家発電設備ありの場合) 

　※１

両回線 予備

常時
いいえ

はい

なし

あり

※２ ※２

※1

※2

　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。

　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系
統並列する。

電線路事故時の対応フロー図 付図３
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別紙６
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付図３－４ 電線路事故時の対応フロー図(２回線受電、受電が自動切替、自家発電設備なしの場合) 
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※1 　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
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付図３－５ 電線路事故時の対応フロー図(２回線受電、受電が手動切替、自家発電設備ありの場合) 
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　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。

　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系
統並列する。
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付図３－６ 電線路事故時の対応フロー図(２回線受電、受電が手動切替、自家発電設備なしの場合) 

　※１

両回線 予備

常時
いいえ

はい

なし

あり

※1 　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）

電線路事故時の対応フロー図 付図３
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付図３－７ 電線路事故時の対応フロー図(スポットネットワーク受電、自家発電設備ありの場合) 
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※２
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　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。

　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系
統並列する。
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付図３－８ 電線路事故時の対応フロー図(スポットネットワーク受電、自家発電設備なしの場合) 
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　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□
は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。

　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系
統並列する。
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対象文書 *

下表の名義人は、本表に記載された署名代理権限者が、文書名義人の代理として署名する権限があることを表明します。
双方の名義人本人または署名代理権限者の署名をもって、契約成立とみなします。

貴社入力欄 法人名 *

* 総務部
* 課長
* 高橋　次郎
* takahashi@sample.co.jp

総務部
* * 総務部長
* * 氏名 田中　太郎

* tanaka@sample.co.jp

弊社入力欄 法人名

*
*
*
*

* *
* * 氏名

*

以下、ご確認ください。
・黄色の網掛け欄について入力をお願い致します。
・署名代理権限者が署名手続きを実施する場合は、Aに*が付された項目が必須入力項目となります。
・文書名義人自ら署名手続きを実施する場合は、Bに*が付された項目が必須入力項目となります。

別紙2

電子署名代理権限者情報記録表（法人用）

分類 A B 項　目 記　入　欄 記入例

署名代理権限者
（名義人の代理として署名する

権限を有する者）
※役職者に限ります

所属部署
役職
氏名
E-Mail

名義人
(代表取締役・部長など）

所属部署
役職

E-Mail

分類 A B 項　目 記　入　欄

署名代理権限者
（名義人の代理として署名する

権限を有する者）
※役職者に限る

所属部署
役職
氏名
E-Mail

名義人
(代表取締役・部長など）

所属部署
役職

E-Mail

別紙８
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対象文書 *

下表の名義人は、本表に記載された署名代理権限者が、文書名義人の代理として署名する権限があることを表明します。
双方の名義人本人または署名代理権限者の署名をもって、契約成立とみなします。

貴社入力欄 法人名 *

* 総務部
* 課長
* 高橋　次郎
* takahashi@sample.co.jp

総務部
* * 総務部長
* * 氏名 田中　太郎

* tanaka@sample.co.jp

弊社入力欄 法人名

*
*
*
*

* *
* * 氏名

*

以下、ご確認ください。
・黄色の網掛け欄について入力をお願い致します。
・署名代理権限者が署名手続きを実施する場合は、Aに*が付された項目が必須入力項目となります。
・文書名義人自ら署名手続きを実施する場合は、Bに*が付された項目が必須入力項目となります。

abc456@b3.kansai-td.co.jp

名義人
(代表取締役・部長など）

所属部署 ★★本部
役職 本部長

×○　×☆
E-Mail abc789@b3.kansai-td.co.jp

署名代理権限者
（名義人の代理として署名する

権限を有する者）
※役職者に限る

所属部署 〇○○給電制御所
役職 所長
氏名 ☆×　○×
E-Mail

関西電力送配電株式会社　★★本部

分類 A B 項　目 記　入　欄

名義人
(代表取締役・部長など）

所属部署 　△△工場
役職 　△△工場長

○□　×△
E-Mail abc123@fghijk.co.jp

署名代理権限者
（名義人の代理として署名する

権限を有する者）
※役職者に限ります

所属部署 施設課
役職 課長
氏名 ○○　○○
E-Mail abcde@fghijk.co.jp

別紙2

電子署名代理権限者情報記録表（法人用）
給電申合書

○□株式会社　△△工場

分類 A B 項　目 記　入　欄 記入例

（ 記 入 例 ）
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申込日

電話番号

FAX番号

線路・構内

自：

至：

自：

至：

自：

至：

自：

至：

自：

至：

自：

至：

日中

夜間

作業区分

作業内容

所属

氏名 連絡先

5 給電接地 関西送配電

 関西電力送配電による受付完了後、操作の事前打ち合わせを実施させて頂きます。 日時
 なお、申込み内容に変更があった場合、速やかに変更申込みをお願いします。

※緊急停止の場合は、申込書を必須としません。 担当

4
連絡責任者

（当日連絡先）

22（33）kV系統に接続しているお客さまの作業においては、原則、弊社設備の給電接地は取り付け致しません。
なお、設備の形態・構造上、どうしてもお客さま側での作業接地が取付けできず弊社の給電接地が必要になる場合は、
取付する方向で調整いたします。

関西電力送配電株式会社　
受付通知 決定通知

2 応急復旧

3 作業内容

作業日時

停止日時
（関西送配電記載）

予備日

作業日時

停止日時
（関西送配電記載）

予備日

施設名

1 停止区間

変電所・線路名称（上段）
機器称呼番号（下段）

作業日時・停止日時・予備日

作業日時

停止日時
（関西送配電記載）

予備日

作業停止申込書　兼　連絡票

申込者名

線路

構内

線路

構内

線路

構内

可 不可（ 分） 線路停止なし

受（変）電設備定期点検 機器取替

可 不可（ 分） 線路停止なし

その他

毎日 連続

毎日 連続

毎日 連続

否要

別紙９
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申込日

電話番号

FAX番号

線路・構内

自： 2024 年 4 月 8 日 （月） 10 時 00 分

至： 2024 年 4 月 8 日 （月） 17 時 00 分

自： 2024 年 4 月 8 日 （月） 9 時 30 分

至： 2024 年 4 月 8 日 （月） 17 時 30 分

自：

至：

自：

至：

自：

至：

自：

至：

日中

夜間

作業区分

作業内容

所属

氏名 連絡先

5 給電接地 関西送配電

 関西電力送配電による受付完了後、操作の事前打ち合わせを実施させて頂きます。 日時
 なお、申込み内容に変更があった場合、速やかに変更申込みをお願いします。

※緊急停止の場合は、申込書を必須としません。 担当
関西電力送配電株式会社
○○給電制御所
△△　××

関西電力送配電株式会社
○○給電制御所
△△　××

4
連絡責任者

（当日連絡先）

○○電気株式会社（電気主任技術者）

山田　太郎

22（33）kV系統に接続しているお客さまの作業においては、原則、弊社設備の給電接地は取り付け致しません。
なお、設備の形態・構造上、どうしてもお客さま側での作業接地が取付けできず弊社の給電接地が必要になる場合は、
取付する方向で調整いたします。

関西電力送配電株式会社　
受付通知 決定通知
2024/3/15 2024/3/22

2 応急復旧

3 作業内容

作業日時

停止日時
（関西送配電記載）

予備日

作業日時

停止日時
（関西送配電記載）

予備日

施設名 △△ビル

1 停止区間

変電所・線路名称（上段）
機器称呼番号（下段）

作業日時・停止日時・予備日

□□変電所 77kV▲▲線1L
作業日時

89R1　,　59R1

停止日時
（関西送配電記載）

予備日 なし

作業停止申込書　兼　連絡票 (記載例)
2024年3月11日 (月)

申込者名 ○○株式会社　総務課電気係　山田氏

線路

構内

毎日 連続

可 不可（ ５０分）

線路

構内

線路

構内

毎日 連続

線路停止なし

受（変）電設備定期点検 機器取替

否要

可 不可（ 分） 線路停止なし

毎日 連続

その他
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様式２
〇〇○○年〇〇月〇〇日

関西電力送配電株式会社
〇〇給電制御所

会社（組織）名： ●●株式会社
　　　担当者名： ●●　●●　　

TEL： ●●ー●●●●ー●●●●
Mail： ●●@●●.co.jp

下記の通り、給電申合書で定めた事項の変更を依頼します。

変更後
会社(組織名)

変更 会社(組織名)変更

受電用遮断器

受電用断路器

線路側接地機構

連絡先名称①

電話番号（FAX番号）①

連絡先名称②

電話番号（FAX番号）②

※給電申合書に定める事項について変更があった場合、本様式を速やかに〇〇給電制御所へ提出すること

関西電力送配電株式会社　〇〇給電制御所
【TEL】 
【FAX】 
【Mail】 

連絡先の変更

その他

『給電申合書』申合せ事項の変更依頼

申合せ事項 現在

設備の変更

別紙１０
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様式２
〇〇○○年〇〇月〇〇日

関西電力送配電株式会社
〇〇給電制御所

会社（組織）名： ○□株式会社　△△工場
　　　担当者名： 関西　太郎

TEL： ○○ー○○○○ー○○○○
Mail： abcde@fghijk.co.jp

下記の通り、給電申合書で定めた事項の変更を依頼します。

変更後
会社(組織名)

変更 会社(組織名)変更 ○×株式会社　○□工場

受電用遮断器 52R11 / 52R21

受電用断路器 89R111 / 89R222

線路側接地機構 ESR11 /　ESR21

連絡先名称① ○×株式会社　○□工場
施設課　電力係

電話番号（FAX番号）① 06ー1234ー5687
(06-8765-1342)

連絡先名称② ○×株式会社　○□工場
守衛室（夜間・休日）

電話番号（FAX番号）② 06ー1234ー5688
(06-8765-1343)

※給電申合書に定める事項について変更があった場合、本様式を速やかに〇〇給電制御所へ提出すること

関西電力送配電株式会社　〇〇給電制御所
【TEL】 ○○ー○○○○ー○○○○
【FAX】 ○○ー○○○○ー○○○○
【Mail】 abcd.efgh@b3.kansai-td.co.jp

89R11 / 89R21

ESR1 /　ESR2

『給電申合書』申合せ事項の変更依頼

その他

連絡先の変更

○□株式会社　△△工場
施設課　電力係

06ー1234ー5678
(06-8765-4321)

○□株式会社　△△工場
守衛室（夜間・休日）
06ー1234ー5679
(06-8765-4322)

申合せ事項 現在

○□株式会社　△△工場

設備の変更

52R1 / 52R2

変更箇所のみの記載でよい。

（ 記 入 例 ）

 



別紙７



				作業停止申込書　兼　連絡票 サギョウ テイシ モウシコミショ ケン レンラク ヒョウ



																		申込日 モウ コ ビ												

				申込者名 モウシコミ シャ メイ														電話番号 デンワ バンゴウ

				施設名 シセツ														FAX番号 バンゴウ

				1		停止区間 テイシ クカン		線路・構内 センロ コウナイ		変電所・線路名称（上段）
機器称呼番号（下段） ヘンデン ショ ウワ ダン キキ ショウコ バンゴウ ゲダン						作業日時・停止日時・予備日 ヨビビ

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

										

administrator: 				

administrator: 
		作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

				2		応急復旧		日中 ニッチュウ

								夜間 ヤカン

				3		作業内容 サギョウ ナイヨウ		作業区分 サギョウ クブン

								作業内容 サギョウ ナイヨウ

				4		連絡責任者
（当日連絡先） レンラク セキニンシャ トウジツ レンラク サキ		所属 ショゾク

								氏名 シメイ								連絡先 レンラク サキ

				5		給電接地 キュウデン セッチ		関西送配電 カンサイ ソウ ハイデン		22（33）kV系統に接続しているお客さまの作業においては、原則、弊社設備の給電接地は取り付け致しません。
なお、設備の形態・構造上、どうしてもお客さま側での作業接地が取付けできず弊社の給電接地が必要になる場合は、取付する方向で調整いたします。 トリツ

administrator: ※線路停止＝給電接地取付ではありません。



										

administrator: 
		

administrator: 				

administrator: 
		

administrator: 
		

administrator: 				

administrator: 
		

administrator: 
								関西電力送配電株式会社　 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキガイシャ

																				受付通知 ウケツケ ツウチ						決定通知 ケッテイ

				関西電力送配電による受付完了後、操作の事前打ち合わせを実施させて頂きます。
 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン ウケツケ カンリョウ ゴ ソウサ ジゼン ウ ア ジッシ イタダ														日時 ニチジ

				なお、申込み内容に変更があった場合、速やかに変更申込みをお願いします。
														担当 タントウ

				※緊急停止の場合は、申込書を必須としません。









 線路

 構内 

 線路

 構内 

 線路

 構内 

可

不可

（  ５０分）

線路停止なし

受（変）電設備定期点検

機器取替

可

不可

（　　　分）

線路停止なし

その他

選択なし

選択なし

選択なし

毎日

連続

選択なし

毎日

連続

選択なし

毎日

連続

選択なし

否

要

選択なし



data

						0				0

				2022		1		月 ゲツ		1

				2023		2		火 カ		2

				2024		3		水 ミズ		3

				2025		4		木 キ		4

				2026		5		金 キン		5

				2027		6		土 ド		6

				2028		7		日 ヒ		7

				2029		8				8

		ＸＸＸＸ		2030		9				9

				2031		10				10

		作業日 サギョウ ビ		単日 タンジツ		11				11

		　		毎日 マイニチ		12				12

				連日 レンジツ		13				13

						14				14

				線路 センロ		15				15

				構内 コウナイ		16				16

				線路
構内 センロ コウナイ		17				17

						18				18

						19				19

				受（変）電設備点検 ウ ヘン デン セツビ テンケン		20				20

				機器取替 キキ トリカエ		21				21

				受（変）電設備点検　　および　　機器取替 キキ トリカエ		22				22

						23				23

				不要 フヨウ		24				24

				必要 ヒツヨウ		25				25

						26				26

						27				27

						28				28

						29				29

						30				30

						31				31

						32

						33

						34

						35

						36
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						39

						40

						41
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						43

						44

						45

						46

						47

						48

						49

						50

						51

						52

						53

						54

						55
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						57
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						59

						0
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付図－１





																				給　電　系　統　図 キュウデン ケイトウ ズ																																						    年  月  日		付図１ フヒョウ

																																																								備　　　　　考 ビ コウ

																																																																																																																																																																																																本部名
リスト ホンブメイ		大阪北 オオサカキタ

																																																																																																																																																																																																		大阪南 オオサカ ミナミ

																																																																																																																																																																																																		京都 キョウト

																																																																																																																																																																																																		神戸 コウベ

																																																																																																																																																																																																		奈良 ナラ

																																																																																																																																																																																																		和歌山 ワカヤマ

																																																																																																																																																																																																		滋賀 シガ



























































				凡　　例 ボン レイ		架　　空　　線 カ ソラ セン																		過電流リレー カデンリュウ																財産分界点 ザイサン ブンカイ テン

						地　　中　　線 チ ナカ セン																		過電流接地リレー カデンリュウセッチ																保安責任分界点 ホアン セキニン ブンカイ テン

						遮　　断　　器 シャ ダン ウツワ																		方向距離リレー ホウコウ キョリ																常時開放点 ジョウジ カイホウ テン

						断　　路　　器 ダン ミチ ウツワ																		方向地絡リレー ホウコウチラク																番号 バンゴウ								機器番号

						遮断器(ﾌﾟﾗｸﾞイン型) シャダンキ ガタ																		選択短絡リレー センタク タンラク																取引用計量装置 トリヒキ ヨウ ケイリョウ ソウチ

						ケーブルヘッド																		選択地絡リレー センタク チラク																自動切替装置 ジドウ キリカエ ソウチ

						変　　流　　器 ヘン リュウ ウツワ																		電源制限装置 デンゲンセイゲンソウチ
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付図－１　（記入例）





																				給　電　系　統　図　（　記　入　例　） キュウデン ケイトウ ズ キ ニュウ レイ																																						　年　月　日		付図１ フヒョウ

																																																								備　　　　　考 ビ コウ

																																																																																																																																																																																																本部名
リスト ホンブメイ		大阪北 オオサカキタ

																						ほかの																																																																																																																																																																												大阪南 オオサカ ミナミ

																						お客さまへ																																																																																																																																																																												京都 キョウト

																																																																																																																																																																																																		神戸 コウベ

																																																																																																																																																																																																		奈良 ナラ

																																																																																																																																																																																																		和歌山 ワカヤマ

																																																																																																																																																																																																		滋賀 シガ















																		〇〇□△線



























																						ほかの

																						お客さまへ																		（自家発電機） ジカハツデンキ

																																								　5500kVA×１











				凡　　例 ボン レイ		架　　空　　線 カ ソラ セン																		過電流リレー カデンリュウ																財産分界点 ザイサン ブンカイ テン

						地　　中　　線 チ ナカ セン																		過電流接地リレー カデンリュウセッチ																保安責任分界点 ホアン セキニン ブンカイ テン																　○□株式会社　△△工場 カブシキガイシャ コウジョウ

						遮　　断　　器 シャ ダン ウツワ																		方向距離リレー ホウコウ キョリ																常時開放点 ジョウジ カイホウ テン

						断　　路　　器 ダン ミチ ウツワ																		方向地絡リレー ホウコウチラク																番号 バンゴウ								機器番号										電気主任技術者　　　　　○○　○○ デンキ シュニン ギジュツシャ

						遮断器(ﾌﾟﾗｸﾞイン型) シャダンキ ガタ																		選択短絡リレー センタク タンラク																取引用計量装置 トリヒキ ヨウ ケイリョウ ソウチ																　関西電力送配電株式会社　★★本部 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキガイシャ ホン ブ

						ケーブルヘッド																		選択地絡リレー センタク チラク																自動切替装置 ジドウ キリカエ ソウチ

						変　　流　　器 ヘン リュウ ウツワ																		電源制限装置 デンゲンセイゲンソウチ																																		本部長　　　 　　　　 　　　○○　○○ ホン ブチョウ

























関西電力送配電株式会社
〇×給電制御所
○○変電所

□△株式会社
△〇工場



電

財

保

ＶＣＴ

Ｖ
Ｃ
Ｔ

１８９Ｒ

Ｖ
Ｃ
Ｔ

１９８Ｅ

８９Ｂ１

８９Ｂ２

５２Ｂ

77ｋV母線

１Ｅ

０１

１

財

保

印

印

当社設備で母線側断路器や母線連絡および母線区分の明記は省略できる。（母線分割運用などにより記載が必要と判断した場合は記載可能）

途中で分岐しているお客さまの詳細は記載不要。

発電設備（自家発電機含む）がある場合は発電機容量と台数を記載する。

付表の変更の場合のみ
記入、捺印する。

２Ｅ

０２

２

１５２Ｒ

１８９Ｒ１

２８９Ｒ

２８９Ｅ

２５２Ｒ

２８９Ｒ１

お客さま設備は５条に則って操作する設備以外は記載しないこと。



付図－２

																		　通　信　設　備　概　要　図 ツウ シン セツ ソナエ オオムネ ヨウ ズ																				年　  月 　  日　　　　　　　　　付図２ ネン ガツ ニチ ツ ズ

























































































				凡    例 ハン レイ		関西電力送配電（株）
通信線（架空） カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブ ツウシンセン カクウ

														㈱オプテージ　ＩＰネットワーク								財産分界点 ザイサン ブン カイ テン



						関西電力送配電（株）
通信線（地中） カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブ ツウシンセン チチュウ

														スイッチングハブ								保守責任分界点 ホシュ セキニン ブン カイ テン





						お客さま通信線 キャク ツウシンセン								ＩＰ変換装置 ヘンカン ソウチ





														お客さま電話機 キャク デンワキ

















電話機

ＩＰ変

ＩＰ

ＩＰ
ネットワーク網

財

保
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付図－２　（記入例）

																		　通　信　設　備　概　要　図　（　記　入　例　） ツウ シン セツ ソナエ オオムネ ヨウ ズ キ ニュウ レイ																				年　  月 　  日　　　　　　　　　付図２ ネン ガツ ニチ ツ ズ





































																								　㈱オプテージ



















































				凡    例 ハン レイ		関西電力送配電（株）
通信線（架空） カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブ ツウシンセン カクウ

														㈱オプテージ　ＩＰネットワーク								財産分界点 ザイサン ブン カイ テン



						関西電力送配電（株）
通信線（地中） カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブ ツウシンセン チチュウ

														スイッチングハブ								保守責任分界点 ホシュ セキニン ブン カイ テン



																																○□株式会社　△△工場
　　　　　電気主任技術者　　　　　○○　○○

						お客さま通信線 キャク ツウシンセン								ＩＰ変換装置 ヘンカン ソウチ



																																関西電力送配電株式会社　★★本部
　　　　　本部長　　　 　　　　 　　　○○　○○

														お客さま電話機 キャク デンワキ









																																		　





																																		　







電話機

ＩＰ変

ＩＰ

ＩＰ
ネットワーク網

共電式電話機

財

保

専用電話機

財

保

計量器盤

（特高室）

光ファイバケーブル


受電しゃ断器
接点（常用線）

関西電力送配電（株）

CB情報

CB情報

WH情報

配電EC施工

通信施工

分界端子

ＩＰ収容架

受電しゃ断器
接点（予備線）

分界端子

CB情報

□△株式会社△〇工場

ＣＴ

パルス
変換器

計量器

□△株式会社△〇工場

ＩＰ変

メディア
コンバーター

Ｉ
Ｐ伝送装置

メディア
コンバーター

バックアップ電源

光成端箱

関西電力送配電株式会社
〇×給電制御所へ

お客さまの通信設備の出口まで記載し、行き先を記載するのみでよい。
（当社側の設備は記載不要）

印

印

付表の変更の場合のみ
記入、捺印する。



別紙１

																								連　絡　先　一　覧 レン ラク サキ イチ ラン





						申 合 せ 事 項 サル ゴウ コト コウ																												連　　絡　　先 レン ラク サキ







						　第８条（保護リレーの運用）の
　　３．整定 ホゴ ウンヨウ セイテイ																												再生可能エネルギー事業戦略室
〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇																						　送配電カンパニー
　　大阪南電力本部
 　大阪南配電エンジニアリングセンター
　　（確認要？）
　　　０６－６６８２－３０５５　 オオサカ ミナミ デンリョク オオサカ ミナミ ハイデン



































































																																																																																		別紙１ ベッシ











別紙７



別紙１ (記入例)

																								連　絡　先　一　覧　（　記　入　例　） レン ラク サキ イチ ラン キ ニュウ レイ





						申 合 せ 事 項 サル ゴウ コト コウ																												連　　絡　　先 レン ラク サキ







						　第８条（保護リレーの運用）の
　　３．整定 ホゴ ウンヨウ セイテイ																												再生可能エネルギー事業戦略室
〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇																						　送配電カンパニー
　　大阪南電力本部
 　大阪南配電エンジニアリングセンター
　　（確認要？）
　　　０６－６６８２－３０５５　 オオサカ ミナミ デンリョク オオサカ ミナミ ハイデン















						第６条（工作物の作業停止計画）に関する事項 ダイ ジョウ コウサクブツ サギョウテイシケイカク カン ジコウ																												○□株式会社　△△工場
〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇																						★★本部　★△給電制御所
　〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇（作業停止計画）







						上記以外 ジョウキイガイ																												○□株式会社　△△工場
〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇																						★★本部　★△給電制御所
　〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇（当直）





































																																																								○□株式会社　△△工場 カブシキ カイシャ コウジョウ



																																																								　電気主任技術者　　　　　　　○○　○○ デンキ シュニン ギジュツシャ

																																																																																		別紙１ ベッシ

																																																								関西電力送配電株式会社　★★本部 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキ カイシャ ホンブ



																																																								　本部長　　　　　　　　　　　　　○○　○○ ホンブチョウ





印

印

別紙の変更の場合のみ
記入、捺印する。

通信Gおよびオプテージは記載不要



別紙２



																										別紙2 ベッシ

		電子署名代理権限者情報記録表（法人用） ショメイ ダイリケンゲン シャ キロク ヒョウ ホウジン ヨウ



				対象文書 タイショウ ブンショ																				*



				下表の名義人は、本表に記載された署名代理権限者が、文書名義人の代理として署名する権限があることを表明します。 カヒョウ メイギニン ホン ヒョウ キサイ ショメイ ダイリ ケンゲン シャ ブンショ メイギニン ダイリ ショメイ ケンゲン ヒョウメイ

				双方の名義人本人または署名代理権限者の署名をもって、契約成立とみなします。 ソウホウ メイギニン ホンニン ショメイ ダイリ ケンゲン シャ ショメイ ケイヤク セイリツ





				貴社入力欄 キシャ ニュウリョク ラン								法人名												*

				分類						A		B		項　目						記　入　欄						記入例



				署名代理権限者
（名義人の代理として署名する権限を有する者）
※役職者に限ります ダイリ メイギニン ダイリ ショメイ ケンゲン ユウ モノ ヤクショクシャ カギ						*				所属部署												総務部 ソウム ブ

										*				役職												課長 カチョウ

										*				氏名												高橋　次郎 タカハシ ジロウ

										*				E-Mail												takahashi@sample.co.jp

				名義人
(代表取締役・部長など） メイギニン ダイヒョウトリシマリヤク ブチョウ										所属部署												総務部 ソウム ブ

										*		*		役職												総務部長 ソウム ブチョウ

										*		*		氏名												田中　太郎 タ ナカ タロウ

												*		E-Mail												tanaka@sample.co.jp





				弊社入力欄 ヘイシャ ニュウリョク ラン								法人名

														

渡部崇志: 青色網掛け部分に自社情報を入力する		分類						A		B		項　目						記　入　欄



				署名代理権限者
（名義人の代理として署名する権限を有する者）
※役職者に限る ダイリ メイギニン ダイリ ショメイ ケンゲン ユウ モノ ヤクショクシャ カギ						*				所属部署

										*				役職

										*				氏名

										*				E-Mail

				名義人
(代表取締役・部長など） メイギニン ダイヒョウトリシマリヤク ブチョウ										所属部署

										*		*		役職

										*		*		氏名

												*		E-Mail







				以下、ご確認ください。 イカ カクニン

				・黄色の網掛け欄について入力をお願い致します。 イタ

				・署名代理権限者が署名手続きを実施する場合は、Aに*が付された項目が必須入力項目となります。 ショメイ ダイリ ケンゲン シャ ショメイ テツヅ ジッシ バアイ フ コウモク ヒッス ニュウリョク コウモク

				・文書名義人自ら署名手続きを実施する場合は、Bに*が付された項目が必須入力項目となります。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別紙８



別紙２ (記入例)



																										別紙2 ベッシ

		電子署名代理権限者情報記録表（法人用） ショメイ ダイリケンゲン シャ キロク ヒョウ ホウジン ヨウ



				対象文書 タイショウ ブンショ				給電申合書 キュウデン モウシアワ ショ																*



				下表の名義人は、本表に記載された署名代理権限者が、文書名義人の代理として署名する権限があることを表明します。 カヒョウ メイギニン ホン ヒョウ キサイ ショメイ ダイリ ケンゲン シャ ブンショ メイギニン ダイリ ショメイ ケンゲン ヒョウメイ

				双方の名義人本人または署名代理権限者の署名をもって、契約成立とみなします。 ソウホウ メイギニン ホンニン ショメイ ダイリ ケンゲン シャ ショメイ ケイヤク セイリツ





				貴社入力欄 キシャ ニュウリョク ラン								法人名		○□株式会社　△△工場										*

				分類						A		B		項　目						記　入　欄						記入例



				署名代理権限者
（名義人の代理として署名する権限を有する者）
※役職者に限ります ダイリ メイギニン ダイリ ショメイ ケンゲン ユウ モノ ヤクショクシャ カギ						*				所属部署						施設課 シセツカ						総務部 ソウム ブ

										*				役職						課長 カチョウ						課長 カチョウ

										*				氏名						○○　○○						高橋　次郎 タカハシ ジロウ

										*				E-Mail						abcde@fghijk.co.jp						takahashi@sample.co.jp

				名義人
(代表取締役・部長など） メイギニン ダイヒョウトリシマリヤク ブチョウ										所属部署						　△△工場 コウジョウ						総務部 ソウム ブ

										*		*		役職						　△△工場長 コウジョウ チョウ						総務部長 ソウム ブチョウ

										*		*		氏名						○□　×△						田中　太郎 タ ナカ タロウ

												*		E-Mail						abc123@fghijk.co.jp						tanaka@sample.co.jp





				弊社入力欄 ヘイシャ ニュウリョク ラン								法人名		関西電力送配電株式会社　★★本部 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキガイシャ ホンブ

渡部崇志: 青色網掛け部分に自社情報を入力する

				分類						A		B		項　目						記　入　欄



				署名代理権限者
（名義人の代理として署名する権限を有する者）
※役職者に限る ダイリ メイギニン ダイリ ショメイ ケンゲン ユウ モノ ヤクショクシャ カギ						*				所属部署						〇○○給電制御所 キュウデンセイギョショ

										*				役職						所長 ショチョウ

										*				氏名						☆×　○×

										*				E-Mail						abc456@b3.kansai-td.co.jp

				名義人
(代表取締役・部長など） メイギニン ダイヒョウトリシマリヤク ブチョウ										所属部署						★★本部

										*		*		役職						本部長 ホンブ チョウ

										*		*		氏名						×○　×☆

												*		E-Mail						abc789@b3.kansai-td.co.jp







				以下、ご確認ください。 イカ カクニン

				・黄色の網掛け欄について入力をお願い致します。 イタ

				・署名代理権限者が署名手続きを実施する場合は、Aに*が付された項目が必須入力項目となります。 ショメイ ダイリ ケンゲン シャ ショメイ テツヅ ジッシ バアイ フ コウモク ヒッス ニュウリョク コウモク

				・文書名義人自ら署名手続きを実施する場合は、Bに*が付された項目が必須入力項目となります。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（　記　入　例　）

mailto:abcde@fghijk.co.jpmailto:abc123@fghijk.co.jpmailto:abc456@b3.kansai-td.co.jpmailto:abc789@b3.kansai-td.co.jp

別紙９_様式1



				作業停止申込書　兼　連絡票 サギョウ テイシ モウシコミショ ケン レンラク ヒョウ



																		申込日 モウ コ ビ												

				申込者名 モウシコミ シャ メイ														電話番号 デンワ バンゴウ

				施設名 シセツ														FAX番号 バンゴウ

				1		停止区間 テイシ クカン		線路・構内 センロ コウナイ		変電所・線路名称（上段）
機器称呼番号（下段） ヘンデン ショ ウワ ダン キキ ショウコ バンゴウ ゲダン						作業日時・停止日時・予備日 ヨビビ

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

				2		応急復旧		日中 ニッチュウ

								夜間 ヤカン

				3		作業内容 サギョウ ナイヨウ		作業区分 サギョウ クブン

								作業内容 サギョウ ナイヨウ

				4		連絡責任者
（当日連絡先） レンラク セキニンシャ トウジツ レンラク サキ		所属 ショゾク

								氏名 シメイ								連絡先 レンラク サキ

				5		給電接地 キュウデン セッチ		関西送配電 カンサイ ソウ ハイデン		22（33）kV系統に接続しているお客さまの作業においては、原則、弊社設備の給電接地は取り付け致しません。
なお、設備の形態・構造上、どうしてもお客さま側での作業接地が取付けできず弊社の給電接地が必要になる場合は、取付する方向で調整いたします。 トリツ



																		関西電力送配電株式会社　 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキガイシャ

																				受付通知 ウケツケ ツウチ						決定通知 ケッテイ

				関西電力送配電による受付完了後、操作の事前打ち合わせを実施させて頂きます。
 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン ウケツケ カンリョウ ゴ ソウサ ジゼン ウ ア ジッシ イタダ														日時 ニチジ

				なお、申込み内容に変更があった場合、速やかに変更申込みをお願いします。
														担当 タントウ

				※緊急停止の場合は、申込書を必須としません。







 線路

 構内 

 線路

 構内 

 線路

 構内 

可

不可

（ 　　 分）

線路停止なし

受（変）電設備定期点検

機器取替

可

不可

（　　　分）

線路停止なし

その他

選択なし

選択なし

選択なし

毎日

連続

選択なし

毎日

連続

選択なし

毎日

連続

選択なし

否

要

選択なし

別紙９



別紙９_様式1　(記入例)



				作業停止申込書　兼　連絡票 (記載例) サギョウ テイシ モウシコミショ ケン レンラク ヒョウ キサイ レイ



																		申込日 モウ コ ビ		Monday, March 11, 2024										45362.0

				申込者名 モウシコミ シャ メイ				○○株式会社　総務課電気係　山田氏										電話番号 デンワ バンゴウ

				施設名 シセツ				△△ビル										FAX番号 バンゴウ

				1		停止区間 テイシ クカン		線路・構内 センロ コウナイ		変電所・線路名称（上段）
機器称呼番号（下段） ヘンデン ショ ウワ ダン キキ ショウコ バンゴウ ゲダン						作業日時・停止日時・予備日 ヨビビ

										□□変電所				77kV▲▲線1L		作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：		2024 年		4 月		8 日		月 ゲツ		10 時		00 分

																				至：		2024 年		4 月		8 日		月 ゲツ		17 時		00 分

										89R1　,　59R1						停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：		2024 年		4 月		8 日		月 ゲツ		9 時		30 分

																				至：		2024 年		4 月		8 日		月 ゲツ		17 時		30 分

																予備日 ヨビビ				なし

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

																作業日時 サギョウ ニチジ

																				自：

																				至：

																停止日時
（関西送配電記載） テイシ ニチジ カンサイ ソウ ハイデン キサイ				自：

																				至：

																予備日 ヨビビ

				2		応急復旧		日中 ニッチュウ

								夜間 ヤカン

				3		作業内容 サギョウ ナイヨウ		作業区分 サギョウ クブン

								作業内容 サギョウ ナイヨウ

				4		連絡責任者
（当日連絡先） レンラク セキニンシャ トウジツ レンラク サキ		所属 ショゾク		○○電気株式会社（電気主任技術者）

								氏名 シメイ		山田　太郎						連絡先 レンラク サキ

				5		給電接地 キュウデン セッチ		関西送配電 カンサイ ソウ ハイデン		22（33）kV系統に接続しているお客さまの作業においては、原則、弊社設備の給電接地は取り付け致しません。
なお、設備の形態・構造上、どうしてもお客さま側での作業接地が取付けできず弊社の給電接地が必要になる場合は、取付する方向で調整いたします。 トリツ



																		関西電力送配電株式会社　 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキガイシャ

																				受付通知 ウケツケ ツウチ						決定通知 ケッテイ

				関西電力送配電による受付完了後、操作の事前打ち合わせを実施させて頂きます。
 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン ウケツケ カンリョウ ゴ ソウサ ジゼン ウ ア ジッシ イタダ														日時 ニチジ		3/15/24						3/22/24

				なお、申込み内容に変更があった場合、速やかに変更申込みをお願いします。
														担当 タントウ		関西電力送配電株式会社
○○給電制御所
△△　×× キュウデン セイギョ ショ						関西電力送配電株式会社
○○給電制御所
△△　×× キュウデン セイギョ ショ

				※緊急停止の場合は、申込書を必須としません。







 線路

 構内 

毎日

連続

可

不可

（  ５０分）

 線路

 構内 

 線路

 構内 

毎日

連続

線路停止なし

受（変）電設備定期点検

機器取替

否

要

可

不可

（　　　分）

線路停止なし

毎日

連続

その他

選択なし

選択なし

選択なし

選択なし

選択なし

選択なし

選択なし



別紙10_様式２



										様式２ ヨウシキ

										〇〇○○年〇〇月〇〇日 ネン ガツ ニチ

		関西電力送配電株式会社 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキ カイシャ

		〇〇給電制御所 キュウデン セイギョ ショ

						会社（組織）名：		●●株式会社 カブシキ カイシャ

						　　　担当者名：		●●　●●　　

						TEL：		●●ー●●●●ー●●●●

						Mail：		●●@●●.co.jp



		『給電申合書』申合せ事項の変更依頼 キュウデン モウシアワ ショ モウシアワ ジコウ ヘンコウ イライ



		下記の通り、給電申合書で定めた事項の変更を依頼します。 カキ トオ キュウデン サル ゴウ ショ サダ ジコウ ヘンコウ イライ



		申合せ事項 モウシアワ ジコウ				現在 ゲンザイ				変更後 ヘンコウ ゴ

		会社(組織名)
変更 カイシャ ソシキ メイ ヘンコウ		会社(組織名)変更 カイシャ ソシキ メイ ヘンコウ

		設備の変更 セツビ ヘンコウ		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ

				受電用断路器 ジュデン ヨウ ダンロキ

				線路側接地機構 センロ ガワ セッチ キコウ

		連絡先の変更 レンラクサキ ヘンコウ		連絡先名称①

				電話番号（FAX番号）①

				連絡先名称② レンラクサキ メイショウ

				電話番号（FAX番号）② デンワ バンゴウ バンゴウ

		その他 タ









		※給電申合書に定める事項について変更があった場合、本様式を速やかに〇〇給電制御所へ提出すること キュウデン モウ ア ショ サダ ジコウ ヘンコウ バアイ ホン ヨウシキ スミ キュウデン セイギョ ショ テイシュツ



						関西電力送配電株式会社　〇〇給電制御所 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキ カイシャ キュウデン セイギョ ショ

						【TEL】 

						【FAX】 

						【Mail】 



別紙１０



別紙10_様式２ (記入例)

										様式２ ヨウシキ

										〇〇○○年〇〇月〇〇日 ネン ガツ ニチ

		関西電力送配電株式会社 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキ カイシャ

		〇〇給電制御所 キュウデン セイギョ ショ

						会社（組織）名：		○□株式会社　△△工場 カブシキガイシャ コウジョウ

						　　　担当者名：		関西　太郎 カンサイ タロウ

						TEL：		○○ー○○○○ー○○○○

						Mail：		abcde@fghijk.co.jp



		『給電申合書』申合せ事項の変更依頼 キュウデン モウシアワ ショ モウシアワ ジコウ ヘンコウ イライ



		下記の通り、給電申合書で定めた事項の変更を依頼します。 カキ トオ キュウデン サル ゴウ ショ サダ ジコウ ヘンコウ イライ



		申合せ事項 モウシアワ ジコウ				現在 ゲンザイ				変更後 ヘンコウ ゴ

		会社(組織名)
変更 カイシャ ソシキ メイ ヘンコウ		会社(組織名)変更 カイシャ ソシキ メイ ヘンコウ		○□株式会社　△△工場				○×株式会社　○□工場

		設備の変更 セツビ ヘンコウ		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ		52R1 / 52R2				52R11 / 52R21

				受電用断路器 ジュデン ヨウ ダンロキ		89R11 / 89R21				89R111 / 89R222

				線路側接地機構 センロ ガワ セッチ キコウ		ESR1 /　ESR2				ESR11 /　ESR21

		連絡先の変更 レンラクサキ ヘンコウ		連絡先名称①		○□株式会社　△△工場
施設課　電力係 シセツカ デンリョク カカリ				○×株式会社　○□工場
施設課　電力係

				電話番号（FAX番号）①		06ー1234ー5678
(06-8765-4321)				06ー1234ー5687
(06-8765-1342)

				連絡先名称② レンラクサキ メイショウ		○□株式会社　△△工場
守衛室（夜間・休日） シュエイシツ ヤカン キュウジツ				○×株式会社　○□工場
守衛室（夜間・休日）

				電話番号（FAX番号）② デンワ バンゴウ バンゴウ		06ー1234ー5679
(06-8765-4322)				06ー1234ー5688
(06-8765-1343)

		その他 タ









		※給電申合書に定める事項について変更があった場合、本様式を速やかに〇〇給電制御所へ提出すること キュウデン モウ ア ショ サダ ジコウ ヘンコウ バアイ ホン ヨウシキ スミ キュウデン セイギョ ショ テイシュツ



						関西電力送配電株式会社　〇〇給電制御所 カンサイ デンリョク ソウ ハイデン カブシキ カイシャ キュウデン セイギョ ショ

						【TEL】 ○○ー○○○○ー○○○○

						【FAX】 ○○ー○○○○ー○○○○

						【Mail】 abcd.efgh@b3.kansai-td.co.jp



変更箇所のみの記載でよい。

（　記　入　例　）

mailto:abcde@fghijk.co.jp

data

						0				0

				2022		1		月 ゲツ		1

				2023		2		火 カ		2

				2024		3		水 ミズ		3

				2025		4		木 キ		4

				2026		5		金 キン		5

				2027		6		土 ド		6

				2028		7		日 ヒ		7

				2029		8				8

		ＸＸＸＸ		2030		9				9

				2031		10				10

		作業日 サギョウ ビ		単日 タンジツ		11				11

		　		毎日 マイニチ		12				12

				連日 レンジツ		13				13

						14				14

				線路 センロ		15				15

				構内 コウナイ		16				16

				線路
構内 センロ コウナイ		17				17

						18				18

						19				19

				受（変）電設備点検 ウ ヘン デン セツビ テンケン		20				20

				機器取替 キキ トリカエ		21				21

				受（変）電設備点検　　および　　機器取替 キキ トリカエ		22				22

						23				23

				不要 フヨウ		24				24

				必要 ヒツヨウ		25				25

						26				26

						27				27

						28				28

						29				29

						30				30

						31				31

						32

						33

						34

						35

						36

						37

						38

						39

						40

						41

						42

						43

						44

						45

						46

						47

						48

						49

						50

						51

						52

						53

						54

						55

						56

						57

						58

						59

						0





image1.emf




初期設定

				お客さま略称 キャク リャクショウ		〇□

				当社略称 トウシャ リャクショウ		関西送配電 カンサイソウハイデン



																																1回線 カイセン		－－－				あり

				受電形態 ジュデンケイタイ		1回線 カイセン								1																		2回線 カイセン		－－－				なし

				自動切替 ジドウキリカエ		－－－		※ ｢２回線｣選択時のみ カイセン センタクジ						0																		スポットネットワーク



				自家発電装置 ジカハツデン ソウチ		あり								1

																																				ーーー



				該当シートへ移動 ガイトウ イドウ		1回線受電(自家発あり)





																												1		0		1		1回線受電(自家発あり)

																												1		0		2		1回線受電(自家発なし)

																												2		1		1		２回線受電【自動切替】(自家発あり)

																												2		1		2		２回線受電【自動切替】(自家発なし)

																												2		2		1		２回線受電【手動切替】(自家発あり)

																												2		2		2		２回線受電【手動切替】(自家発なし) 

																												3		0		1		ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ受電(自家発あり)

																												3		0		2		ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ受電(自家発なし)

																												1		0		1

																												1		0		1		1回線受電(自家発あり)





1回線受電(自家発あり)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																																																				お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電

																								※１



														　																																								〇□の受電用遮断器の遮断は？





														無 ナシ																有 アリ



















																				無 ナシ																				有 アリ														〇□の設備に異状があるか？







														有 アリ																		無 ナシ



																																																						関西送配電へ連絡





												※２																										無 ナシ







																																有 アリ















																																																						〇□の受電用
遮断器を投入
して受電













																														※２



























						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。







						※2		　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　																																														　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　











〇□の受電用遮断器の遮断は？

完　了

関西送配電へ連絡

完　了

関西送配電へ連絡

線路側電圧はあるか？

関西送配電へ連絡

自家発電設備の並列用
遮断器の開放または
開放確認

〇□の設備に異状があるか？

線路側電圧はあるか？

線路事故発生

〇□の受電用
遮断器を投入
して受電

別紙６



1回線受電(自家発なし)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																																																				お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電

																								※１



																																																						〇□の受電用遮断器の遮断は？





														無 ナシ																有 アリ



















																				無 ナシ																				有 アリ														〇□の設備に異状があるか？







														有 アリ																		無 ナシ



																																																						関西送配電へ連絡





																																						無 ナシ







																																有 アリ















																																																						〇□の受電用
遮断器を投入
して受電









































						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）







																																																						　受電完了後は〇□は、自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　











完　了

関西送配電へ連絡

完　了

関西送配電へ連絡

線路側電圧はあるか？

関西送配電へ連絡

〇□の設備に異状があるか？

線路側電圧はあるか？

〇□の受電用遮断器の遮断は？

線路事故発生

〇□の受電用
遮断器を投入
して受電

別紙６



２回線受電【自動切替】(自家発あり)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																																　※１																				お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電





																								両回線 リョウカイセン														予備 ヨビ







																																常時 ジョウジ

										いいえ







																																																						関西送配電へ連絡

																		はい

















																								なし









																		あり



































																※２												※２

























						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。







						※2		　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　																																														　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　











線路事故発生

関西送配電へ連絡

線路事故
回線は？

完　了

完　了

受電していた回線に電圧があるか？

予備回線で受電
(自動的に切替)

自家発電設備の並列用遮断器の開放または※２ 開放確認

自家発電設備の並列用遮断器の開放または※２ 開放確認

完　了

完　了

受電していた回線(常時線)の受電用遮断器にて受電

受電していない回線(予備線)の受電用遮断器にて受電

どちらかの回線かに電圧が回復したか？

別紙６



２回線受電【自動切替】(自家発なし)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																																　※１																				お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電





																								両回線 リョウカイセン														予備 ヨビ







																																常時 ジョウジ

										いいえ







																																																						関西送配電へ連絡

																		はい

















																								なし









																あり





























































						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）



















線路事故発生

関西送配電へ連絡

線路事故
回線は？

完　了

完　了

受電していた回線に電圧があるか？

予備回線で受電
(自動的に切替)

完　了

完　了

受電していた回線(常時線)の受電用遮断器にて受電

受電していない回線(予備線)の受電用遮断器にて受電

どちらかの回線かに電圧が回復したか？

別紙６



２回線受電【手動切替】(自家発あり)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																																　※１																				お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電





																								両回線 リョウカイセン														予備 ヨビ







																																常時 ジョウジ

										いいえ







																																																						関西送配電へ連絡

																		はい





















																																						なし



																																あり





																														あり























																																										※２











																														※２										※２





















						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。







						※2		　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　																																														　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　











線路事故発生

関西送配電へ連絡

線路事故
回線は？

完　了

受電していた回線に電圧があるか？

自家発電設備の並列用遮断器の開放または※２ 開放確認

自家発電設備の並列用遮断器の開放または※２ 開放確認

完　了

完　了

受電していた回線(常時線)の受電用遮断器にて受電

受電していない回線(予備線)の受電用遮断器にて受電

どちらかの回線かに電圧が回復したか？

別紙６



２回線受電【手動切替】(自家発なし) 



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																																　※１																				お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電





																								両回線 リョウカイセン														予備 ヨビ







																																常時 ジョウジ

										いいえ







																																																						関西送配電へ連絡

																		はい















																																						なし









																																あり































































						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）



















線路事故発生

関西送配電へ連絡

線路事故
回線は？

完　了

受電していた回線に電圧があるか？

完　了

完　了

受電していた回線(常時線)の受電用遮断器にて受電

受電していない回線(予備線)の受電用遮断器にて受電

どちらかの回線かに電圧が回復したか？

別紙６



ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ受電(自家発あり)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																										　※１																										お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電



																		全回線 ゼン カイセン

																		(3回線) カイセン														１回線もしくは２回線 カイセン カイセン

























								有 アリ																																		なし												〇□の設備に異状があるか？







																無 ナシ

																																				はい

																																																						関西送配電へ連絡





								なし









																はい

















														※２





































						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）
　また、〇□は、線路を〇□側から充電してはならない。







						※2		　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　																																														　〇□は、受電完了後に自家発電設備を系統並列する場合は、関西送配電に並列可能な系統状態を確認のうえ系統並列する。　











線路事故発生

関西送配電へ連絡

線路事故
回線は？

どちらかの回線かに電圧が回復したか？

停電回線のプロテクタ遮断器の開放を確認､断路器の開放

〇□の設備に異状があるか？

自家発電設備の並列用遮断器の開放または開放確認

関西送配電へ連絡

停止回線に電圧が回復したか？

関西送配電へ連絡

電圧が回復した回線で受電

完　了

完　了

電圧が回復した回線で断路器およびﾌﾟﾛﾃｸﾀ遮断器を投入し受電

別紙６



ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ受電(自家発なし)



										電線路事故時の対応フロー図 デンセンロ																																				付図３ フズ







																										　※１																										お客さま キャク		〇□

																																																				当社 トウシャ		関西送配電



																		全回線 ゼン カイセン

																		(3回線) カイセン														１回線もしくは２回線 カイセン カイセン









																																																						〇□の設備に異状があるか？



								有 アリ



																																																						関西送配電へ連絡



																無 ナシ



																																										なし





								なし



																																				はい





																はい



































































						※1		　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）																																														　関西送配電は、〇□に連絡することなく自動（再閉路リレー等）または手動により線路を充電するため、〇□は、充電される部分に無断で接近してはならない。（長時間停電した場合も同様とする。）



















線路事故発生

関西送配電へ連絡

線路事故
回線は？

どちらかの回線かに電圧が回復したか？

停電回線のプロテクタ遮断器の開放を確認､断路器の開放

〇□の設備に異状があるか？

関西送配電へ連絡

停止回線に電圧が回復したか？

関西送配電へ連絡

電圧が回復した回線で受電

完　了

完　了

電圧が回復した回線で断路器およびﾌﾟﾛﾃｸﾀ遮断器を投入し受電

別紙６



